
公表日：２０２１年１１月１１日 アンケート対象者：14名 (10月実施） 事業所名：放課後等デイサービスなないろ

チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容

1
利用定員に応じた指導訓練室等スペースの
十分な確保

指定基準以上のスペースを有効に、車いすやバ
ギー、歩行器の児童が安全に動きやすい様、物品
の位置等を工夫している。身体を伸ばしのびやか
に過ごせる床マットのスペースも確保している。

・はい：14名

2 職員の適切な配置

指定基準に沿った職員配置を行っている。開所3
年目であり、利用児童数も増えてきているため、職
員の増員を進めている。職員は、各児童の特性を
認識した上で丁寧な支援を心がけている。

・はい：13名
・わからない：1名

職員配置につていは、変動の都度文書にてお知ら
せしておりますが、今後予定しております保護者会
等で疑問やご不安な点をお聞きし、対処について
努力をしていきたいと思います。

3
本人にわかりやすい構造、バリアフリー化、
情報伝達等に配慮した環境など障害の特性
に応じた設備整備

活動場所やトイレ等、全体はバリアフリーであり、
１日の流れは、口頭および、ホワイトボードや絵
カードで視覚的にわかりやすく掲示をしている。

・はい：13名
・どちらともいえない：1名

障がい状況に合わせたバリアフリー、トイレベッド設
置などの環境整備、また視覚支援の表示等をして
いますが、個別で必要な工夫で不足している所は
保護者様ともご相談しながら解消してまいります。

4
清潔で、心地よく過ごせ、子ども達の活動に
合わせた生活空間の確保

引き続き、徹底した日々清掃を行い、特にトイレや
飲食のテーブル、手すり等は消毒液で活動前後に
清掃し、床面は定期的に消毒を散布し清潔を維持
している。

・はい：14名

1
業務改善を進めるためのPDCAサイクル（目
標設定と振り返り）への職員の積極的な参
画

現場業務は月ごとの目標を設定し、日々の支援に
おいては開始前に、活動の流れ、各児童の必要
事項を共有確認し取り組んでいる。終了後に振り
返りを行い次の支援に活かしている。

2
第三者による外部評価を活用した業務改善
の実施

第三者による外部評価は行っていないが、神戸市
や関係機関への相談等を通して情報収集を行い、
法人や事業所で検討し業務改善にいかすようにし
ている。

3
職員の資質の向上を行うための研修機会の
確保

法人職員の全体研修をはじめ、地域関係機関の
研修など機会確保に努めている。現在は全体が
集まっての研修が自粛されているため、オンライン
や資料回覧等で実施し、少人数での意見交換を
行っている。

1

アセスメントを適切に行い、子どもと保護者
のニーズや課題を客観的に分析した上での
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画の作成

事業所独自のアセスメント様式を用い、児童・保護
者のニーズに沿って優先順位を考えながら、各児
童に必要な内容を支援計画の作成にいかしてい
る。

2
子どもの状況に応じ、かつ個別活動と集団
活動を適宜組み合わせた児童発達支援又
は放課後等デイサービス計画の作成

本人の希望、保護者のニーズや課題を個別活動
と集団活動に分けて、それぞれの支援方法を定め
た個別支援計画を作成している。

3
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画における子どもの支援に必要な項
目の設定及び具体的な支援内容の記載

肢体不自由児の支援に必要な項目を入れた独自
のアセスメントツールを用い、個別の支援計画を
作成し、日々の支援内容を職員間で共有し、毎日
記録している。

児童発達支援又は放課後等デイサービス事業に係る自己評価結果公表用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別添様式2
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

4
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画に沿った適切な支援の実施

原則6か月毎のモニタリングを行い、作成した個別
支援計画の目的や具体的な支援方法を職員間で
共有し、個別や集団の活動で目的に沿った支援を
取り入れている。また支援計画に則った短期目標
を活動室に掲示し意識して支援にあたっている。

・はい：14名

5 チーム全体での活動プログラムの立案

活動内容については職員間でアイディアを出し合
い、その行い方や工夫について意見交換しなが
ら、それぞれ役割を持ち、児童が興味を持って個
性をいかして楽しく取り組める内容となるように考
えている。

6
平日、休日、長期休暇に応じたきめ細やか
な支援

平日は児童の疲労等を見極め、個々に応じた機
能的訓練(身体ゆるめ）や創作、グループ音楽等を
行っている。　土曜日はニーズの高い専門の先生
による機能訓練・動作訓練を実施。長期休暇は時
間をかけて取り組む課題やレクリエーション、外出
等を行っている。

7
活動プログラムが固定化しないような工夫の
実施

専門の先生の指導を受けた訓練プログラムは、本
人の状況変化に沿って重点内容を変化させてい
る。その他のレクリエーション活動は、様々な題材
を工夫し、固定化せず楽しめるように行っている。

8
支援開始前における職員間でその日の支援
内容や役割分担についての確認の徹底

活動開始前に当日出勤の職員で、その日の利用
児童、時間、送迎、役割分担、留意事項を確認し、
互いの質問などを解消したうえで、活動開始して
いる。

9
支援終了後における職員間でその日行われ
た支援の振り返りと気付いた点などの情報
の共有化

支援終了後に、振り返り、気付いた点、新しい情報
などを共有し、必要に応じて職員ノートに記録し、
当日出勤していない職員にも伝達できるようにして
いる。それを通して、質問や意見交換もその都度
行っている。

10
日々の支援に関しての正確な記録の徹底
や、支援の検証・改善の継続実施

日報の記録、および個別のケース記録への転記と
追加情報を記載し、職員ノートには共有が必要な
支援のポイントや引継ぎを記している。それについ
ての検証や改善も随時行っている。＊各様式とも
保管

11
定期的なモニタリングの実施及び児童発達
支援計画又は放課後等デイサービス計画の
見直し

原則6か月ごとに、保護者面談を行い、モニタリン
グ、立案した計画にそって支援ができているか、ま
た改善や追記など計画の見直しを行い、新しく支
援計画を作成している。＊現状は面談、電話、文
書の中で希望をとり実施。

適
切
な
支
援
の
提
供

（
続
き

）

・はい：14名



チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
子どもの状況に精通した最もふさわしい者に
よる障害児相談支援事業所のサービス担当
者会議への参画

今年は、1ケースではあったが相談支援事業所お
よび学校、関係機関の会議に参加し、情報提供、
共有、今後の相談や各機関の役割などを話し合う
事が出来た。

2

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
害のある子ども等を支援している場合）
地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育
等の関係機関と連携した支援の実施

【重症心身障害児】
必要に応じてご家族や学校からの情報を得て、職
員間で共有できるように努めている。

3

（医療的ケアが必要な子どもや重症心身障
害のある子ども等を支援している場合）
子どもの主治医や協力医療機関等と連絡体
制の整備

【重症心身障害児】
医療的ケアが必要な児童の利用希望があった場
合、ケースに応じて協力医療機関として訪問看護
ステーションへの相談ができる様にしている。

4

児童発達支援事業所からの円滑な移行支
援のため、保育所や認定こども園、幼稚園、
小学校、特別支援学校（小学部）等との間で
の支援内容等の十分な情報共有

今年度新規児童について、認定こども園との情報
共有を行う事が出来た。今後もそのようなケース
があった時は関係機関と情報共有を行っていく。

5

放課後等デイサービスからの円滑な移行支
援のため、学校を卒業後、障害福祉サービ
ス事業所等に対するそれまでの支援内容等
についての十分な情報提供、

卒業後について、また地域学校から支援学校に移
行や、他の福祉事業所への移行等、相談や必要
な情報提供を、わかりやすく丁寧に行うように努め
ている。

6
児童発達支援センターや発達障害者支援セ
ンター等の専門機関と連携や、専門機関で
の研修の受講の促進

必要に応じて療育センターや相談支援センター等
の専門機関に連絡や相談に行き連携を図るととも
に、研修の機会があれば受けるようにしている。

7

児童発達支援の場合の保育所や認定こども
園、幼稚園等との交流や、放課後等デイ
サービスの場合の放課後児童クラブや児童
館との交流など、障害のない子どもと活動す
る機会の提供

【放課後等デイサービス】
今年度も、新型コロナの関係で、他事業所との交
流は控えた。

・はい：5名
・いいえ：1名
・わからない：8名

新型コロナ状況が落ち着いた後は、長期休みを利
用して、近隣の放課後等デイサービスとの共同企
画、招待企画など、多人数で楽しめる内容を行い、
普段とは違う体験の場をつくっていきます。

8
事業所の行事への地域住民の招待など地
域に開かれた事業の運営

新型コロナ感染拡大の為、地域行事への参加は
控えたが、事業所内で行う夏のプチイベントや
日々の活動援助においてのボランティアさんの受
け入れを行った。状況が改善すれば、活発な地域
交流に取り組みたいと考える。
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
支援の内容、利用者負担等についての丁寧
な説明

児童発達支援管理責任者より、契約時および質
問があった時に、事業概要、支援内容、利用者負
担を記載したを文書をもって説明している。

・はい：14名

2
児童発達支援計画又は放課後等デイサー
ビス計画を示しながらの支援内容の丁寧な
説明

契約時、モニタリングの時期には、保護者との面
談を基本としながら、コロナの状況を鑑み、ご希望
により電話や文書の方法でモニタリングを行い、
次の個別支援計画をたてている。

・はい：13名
・どちらともいえない：1名

コロナ禍において、対面の面談を控えることで、電
話や文書では十分な説明を行えていない事もあり
ます。今後はご家族のご理解を得ながら、出来るだ
け面談を実施し、ご意向をお聞きし、丁寧な説明を
行います。

3
保護者の対応力の向上を図る観点から、保
護者に対するペアレント･トレーニング等の
支援の実施

必要に応じて、法人理事長、管理者等が相談対応
しながら、神戸市や療育センター、また神戸市重
心父母の会等を通して、研修や専門相談機関の
情報提供を行っている。

・はい：8名
・いいえ：1名
・わからない：5名

ペアレントトレーニングとは、知的障害や自閉症な
どの子どもをもつご家族を対象に開発されたプログ
ラムです。 ご相談を受けましたら、専門機関等の情
報提供が出来るように努めます。

4
子どもの発達の状況や課題について、日頃
から保護者との共通理解の徹底

活動時の状況や家庭との情報交換を、連絡帳や
送迎時の話などで行い、共通理解が出来るように
している。

・はい：14名

5
保護者からの子育ての悩み等に対する相談
への適切な対応と必要な助言の実施

悩みや相談があればお聞きし、寄りそいながらの
対応を心がけ、内容によって現場職員間で適切な
対応が難しい時には、法人全体での対応や助言、
また専門職へ繋ぐようにしている。

・はい：14名

6
父母の会の活動の支援や、保護者会の開
催による保護者同士の連携支援

今年の１月に予定していた保護者会が、宣言中と
重なり開催できなかったが、状況が落ち着けば、
保護者会を実施し、法人や事業所からの情報提
供や保護者同士の関係づくりの場を作っていく。

・はい：9名
・どちらともいえない：1名〈コロナ禍でなけれ
ば出来ていると思う〉
・いいえ：1名〈今はコロナ禍で仕方がない〉
・わからない：3名

年1回は交流や情報交換、またテーマを決め講師
のお話しをお聞きするなどが出来る保護者会を開
催したいと考えております。その時は、出来るだけ
多くの保護者の方々の出席をお願い致します。

7
子どもや保護者からの苦情に対する対応体
制整備や、子どもや保護者に周知及び苦情
があった場合の迅速かつ適切な対応

苦情受付の体制は窓口や責任者、法人の第三者
委員等設置し整備している。周知については契約
時に説明を行い、対応についても迅速かつ適切に
対応できるように努めている。

・はい：10名
・わからない：4名

まだ具体的な苦情の内容はございませんが、皆様
が申し出しやすい職員との関係づくりに努めます。
具体的にあった場合は、理事長、第三者委員、必
要に応じて神戸市の関係機関を含めて迅速に対応
し、その経過をお伝えします。

8
障害のある子どもや保護者との意思の疎通
や情報伝達のための配慮

児童に対しては個別性を考慮し、見通しを伝えた
支援、視覚支援(絵カード等）を行い、保護者には
連絡帳、電話やメールなどを利用してご質問やご
不安に丁寧に伝えられるように心がけている。

・はい：14名

9
定期的な会報等の発行、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報についての子どもや
保護者への発信

毎月配布している活動紹介写真と行事予定、また
法人の機関誌には事業所の活動概要を掲載し
て、発信している。活動写真は保護者の方に好評
を頂いている。

・はい：14名

10 個人情報の取扱いに対する十分な対応

契約時に説明、個人情報についての同意書、写真
など開示の許可の確認を取っている。また、個別
の記録や関係書類は事務所書庫で保管してい
る。

・はい：14名
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チェック項目 現状評価（実施状況・工夫点等） 保護者の評価 保護者の評価を踏まえた改善目標・内容区分

1
緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感
染症対応マニュアルの策定と、職員や保護
者への周知徹底

法人の緊急対応マニュアル、事業所独自の感染
症対応マニュアルを作成している。また当事業所
独自の警報発令時の対応等については、具体的
に記した文書を配布している。

・はい：13名
・わからない：1名

・災害避難マニュアルについては、毎年、年度初め
に皆様に配布させていただきますので、ご理解いた
だける様よろしくお願い致します。

2
非常災害の発生に備えた、定期的に避難、
救出その他必要な訓練の実施

避難マニュアルは作成し、毎年、年度初めに配布
するようにしている。訓練は長期休暇の間に日程
を定め行っている。主に肢体不自由児の為、必要
な物品や介助方法の工夫を行い、実践でいかせ
るようにしている。

・はい：6名
・どちらともいえない：1名
・わからない：7名

・避難訓練は年1回(1日のみ）、長期休暇中(冬休
み）に行っております。
・3階にある当事業所では、EVが停止した場合を想
定し、階段を使っての避難方法について職員による
安全な介助方法や、必要備品などを検証しておりま
す。

3
虐待を防止するための職員研修機会の確
保等の適切な対応

当事業所全職員を対象に、毎年更新された虐待
防止法の冊子を使用して内部研修を行っている。
また他事業所の具体的な事例の情報を基に、自
己を振り返る機会を作り、互いに意見交換が出来
る風通しの良い職場づくりを心がけている。

4

やむを得ず身体拘束を行う場合における組
織的な決定と、子どもや保護者に事前に十
分に説明・・了解を得た上での児童発達支
援計画又は放課後等デイサービス計画への
記載

年1回、身体拘束を広義にとらえた、同意書を作成
し、車椅子のベルト等、安全面で必ず必要な事、
また個別でＹ字ベルト、車椅子テーブルなど一時
的に使用する事など、保護者にご理解を得て同意
をいただいている。

5
食物アレルギーのある子どもに対する医師
の指示書に基づく適切な対応

現在対象児童はいないが、今後保護者からの情
報提供を受けた場合は、適切な対応を図る。

6
ヒヤリハット事例集の作成及び事業所内で
の共有の徹底

法人共通のヒヤリハット様式を使用している。
ヒヤリハットや事故が起これば、迅速に事業所職
員で検証し、検証したメンバーや内容も記載した報
告書を作成して共有している。
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